
東京都市計画道路

補助線街路第２６１号線

足立区神明二丁目～六木四丁目

道路整備計画のあらまし

東京都第六建設事務所

事業の進め方

対象となる皆様と、土
地の取得・家屋移転など
について、個別に協議さ
せていただきます。

用地取得の対象となる皆様（アパート
などの居住者の皆様も含まれます。）
に具体的な補償について説明します。
また、家屋補償についても説明します。

都市計画法第５９条により、
事業着手の手続きをとります。

話し合いがまとまり
ますと、契約をとり
かわし、補償金をお
支払いします。

取得させていただく
土地の家屋などの物
件を移転していただ
きます。

多くの皆様のご理
解とご協力により
道路が完成します。

沿道の皆様に、道路
整備の工事について、
チラシの配布等によ
りお知らせします。

沿道の皆様にでき
るだけご迷惑のか
からないように工
事を行います。

概
ね

２
年

概
ね

５
年
か
ら
７
年

東京都第六建設事務所

道路整備全般に関しては　工事課工務係　電話０３(３８８２)１４０８

測量全般に関しては　　　工事課測量係　電話０３(３８８２)１４９８

午前９時から午後５時３０分まで（土曜　日曜　祝日は除きます。）

この道路整備についてのご質問、お問い合わせは、
下記の連絡先まで お願いいたします。

【④事業着手の手続き】【⑤用地説明会の開催】【⑥用地折衝・協議】

【⑦契約・補償金

の支払い】

【⑧物件移転】 【⑨工事のお知らせ】【⑩工事の実施】 【⑪完成】



現況測量、用地測量の概要 （平成26～27年度）
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【計画の概要】
○　都市計画道路名称
　　　東京都市計画道路　補助線街路第２６１号線
○　都市計画決定
　　　昭和４１年７月３０日　建設省告示第２４２８号
○　整備区間及び延長

○　計画幅員
　　１６ｍ

　●　都市計画道路ネットワークが形成され、足立区北東部の道路交通が円滑化されます。
　●　歩道と車道が分離されるとともに、電線・電柱等が地中化され、安全で快適な歩行空間が確保されます。
　●　消防車や救急車などの緊急車両の通行がスムーズになり、救護・救援活動が円滑になります。
　●　災害発生時には、避難路として機能するなど、地域の防災性が向上します。

道路は、都民生活を支える最も基礎的な社会基盤として、重要な役割を担っています。

東京都は、機能的で安全な都市生活や地域の発展に寄与する都市計画道路の整備を進めており、

補助第２６１号線（神明区間）の整備により、次の効果が期待されます。

約７
６０

ｍ

　　　足立区神明二丁目～六木四丁目　延長約７６０ｍ


